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柏市 都市計画情報 令和４年３⽉２５⽇
以下の情報は、  の先端における内容です。 規制境界付近は必ず担当課で御確認ください。

名 称 内 容

都市計画区域 柏都市計画区域

区域区分 市街化区域

⽤途地域
第⼀種低層住居専⽤地域
(50/100)
⾼さの最⾼限度10m

柏市⽴地適正化計画（都市再⽣特別措置法）
名 称 内 容

都市機能誘導区域 区域外

居住誘導区域 区域内

【問い合わせ先】
都市計画課 04-7167-1144（直通）

⽤
途
地
域

区 分 凡 例

第⼀種低層住居専⽤地域

第⼆種低層住居専⽤地域

第⼀種中⾼層住居専⽤地域

第⼆種中⾼層住居専⽤地域

第⼀種住居地域

第⼆種住居地域

準住居地域
近隣商業地域

商業地域

準⼯業地域

⼯業地域

⼯業専⽤地域

区 分 凡 例

都市計画区域

市街化調整区域

第⼀種⾼度地区

第⼆種⾼度地区

防⽕地域

準防⽕地域

⾼度利⽤地区

市街地再開発事業区域

駐⾞場整備地区

⾃転⾞駐⾞場

⼟地区画整理事業

⼟地区画整理促進区域

地区計画区域

区 分 凡 例

⽣産緑地地区

都市計画道路

都市⾼速鉄道

都市計画公園・緑地

特別緑地保全地区

汚物処理場

ごみ焼却場

ごみ処理場

市場

⽕葬場

景観重点地区（柏市景観まちづくり条例）

・この図は、本市の都市計画に関する証明ではありません。参考図として御利⽤ください。
・柏市全域が建築基準法第22条区域に指定されています。（防⽕地域・準防⽕地域を除く）
・この地図情報以外にも建築協定・宅地造成等規制法等、他の規制もありますので御注意ください。
・柏市全域が景観法に基づく景観計画区域に指定されています。
・この地図の著作権は、柏市が保有します。

地 図


